
〇介護保険３施設（介護老人施設、介護老人保健施設、
　介護療養型医療施設）やショートステイを利用する方
　の食費・部屋代について、低所得の方には負担軽減を
　行っています。
〇負担軽減判定の結果、利用者負担段階が第２段階とな
　るのは、合計所得金額と課税年金（老齢年金など）収
　入額の合計が80万円以下の方でしたが、平成28年８
　月から、新たに非課税年金（遺族年金と障害年金）の
　額も含め判定します。非課税年金を含めた収入が80
　万円を超える方については、利用者負担段階が２段階
　から３段階に変更になりますが、負担軽減を受けられ
　なくなるわけではありません。

（ 28 ８月 ）
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平成28年８月から
食費・部屋代の負担軽減の判定基準が変わります

介護保険のはなし　

利用するには申請が必要です！
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ごと きをしてください。

□ 

町
民
プ
ー
ル
を
一
般
開
放
し
ま
す

●
開
放
期
間

　

７
月
16
日
（
土
）
〜
７
月
18
日
（
月
・
祝
）

　

７
月
23
日
（
土
）
〜
８
月
18
日
（
木
）

※
７
月
25
日
（
月
）
は
午
前
中
の
み
、
７
月
26
日
（
火
）

　

・
27
日
（
水
）
は
午
後
の
み
開
放

※
７
月
28
日
（
木
）
は
休
み

●
利
用
時
間

　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

（
正
午
〜
午
後
１
時
ま
で
は
施
錠
し
閉
場
し
ま
す
。）

※
８
月
13
日
（
土
）
は
午
後
３
時
ま
で
開
放
し
ま
す
。

※
白
鷹
中
水
泳
部
部
活
動
に
よ
り
、
コ
ー
ス
の
一
部
を
制

　

限
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
注
意
事
項

①
プ
ー
ル
へ
は
、
白
鷹
中
体
育
館
北
側
か
ら
入
場
し
て
く

　

だ
さ
い
。

②
幼
児
が
利
用
す
る
場
合
は
、
必
ず
保
護
者
が
付
き
添
っ

　

て
く
だ
さ
い
。

③
監
視
員
の
指
示
に
は
、
必
ず
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

④
入
水
前
に
準
備
運
動
を
十
分
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

⑤
水
鉄
砲
な
ど
は
、
持
ち
込
み
を
禁
止
し
ま
す
。

⑥
ほ
か
の
人
の
迷
惑
に
な
る
行
為
は
お
や
め
く
だ
さ
い
。

⑦
持
ち
物
の
管
理
は
、
自
己
責
任
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

⑧
自
転
車
に
は
カ
ギ
を
か
け
、
プ
ー
ル
わ
き
の
駐
輪
場
に

　

と
め
て
く
だ
さ
い
。

※
７
月
28
日
（
木
）
は
第
53
回
白
鷹
町
小
・
中
学
校
及
び

　

町
民
水
泳
大
会
が
開
催
さ
れ
る
た
め
、
終
日
、
一
般
開

　

放
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

教
育
委
員
会
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
係　

☎
85

－

６
１
４
７

町からのお知らせ

【問い合わせ】健康福祉課介護保険係　☎８６-０２１３
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